
平
成
二
十
四
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
会
議
録 

三 

 

 

△

招
 

 

集

 

 

川

越

地

区

消

防

組

合

告

示

第

七

号

 

 
 

平

成

二

十

四

年

川

越

地

区

消

防

組

合

議

会

第

二

回

臨

時

会

を

次

の

と

お

り

招

集

す

る

。

 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

六

月

十

九

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川

越

地

区

消

防

組

合

管

理

者

 
 

 

川

 
 

合

 
 

善

 
 

明

 

 

一

 

日

 
 

時

 
 

平

成

二

十

四

年

六

月

二

十

六

日

 

午

後

一

時

 

 

二

 

場

 
 

所

 
 

川

越

地

区

消

防

局

 

三

階

講

堂

 

 

三

 

付

議

事

件

 

 
 

㈠

 

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車

の

取

得

に

つ

い

て

 

 
 

㈡

 

高

規

格

救

急

自

動

車

の

取

得

に

つ

い

て

 

 
 

㈢

 

高

度

救

命

処

置

用

資

機

材

の

取

得

に

つ

い

て

 

 
 

 
 

△

会

 
 

期

 

平

成

二

十

四

年

六

月

二

十

六

日

 
 

 

一

 

日

 

間

 

      



平
成
二
十
四
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
会
議
録 

 

四 
 

 

                    



平
成
二
十
四
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
会
議
録 

五 

 

 

△
議
事
順
序 

 

午
後
一
時
開
会 

 

一
、
日
程
第
一
、
第
二
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
会
期
を
一
日
間
と
定
め
、
議
案
提
出
書
を
公
表
し
、

 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
を
報
告
す
る
。 

 

二
、
日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

若 
海 

 
 

保 
 

議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 

髙 

橋 
 
 

剛 
 

議
員 

 

を
指
名
す
る
。 

 

三
、
日
程
第
五
以
下
に
つ
い
て
は
、
提
出
案
を
単
独
議
題
と
し
、
提
案
理
由
の
説
明
の
後
、
質
疑
、 

 
 

討
論
、
採
決
の
順
序
に
よ
り
審
議
を
行
う
。 

 
 
 
 

こ
の
予
定
は
、
時
間
延
長
し
て
も
終
了
す
る
。 

 
 
 
 
 

以
上
を
も
っ
て
第
二
回
臨
時
会
を
閉
会
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
議
事
日
程 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
（
第
一
日
）
午
後
一
時
開
議 

 

日
程
第 

一 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

二 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

三 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の
報
告
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
い
て 

 

日
程
第 

四 
 
 
 
 
 
 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

五 

議
案
第 

七
号 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

六 

議
案
第 

八
号 

高
規
格
救
急
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

七 

議
案
第 

九
号 

高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
取
得
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
議
場
に
出
席
し
た
議
員
（
一
一
人
） 

 
 
 

第 

一
番 

道
祖
土 

証 

議
員 

 

第 

二
番 

森
田 

敏
男 

議
員 

 
 
 

第 

三
番 

爲
水 

順
二 

議
員 

 

第 

四
番 

江
田 

 

肇 

議
員 

 
 
 

第 

五
番 

桐
野 

 

忠 

議
員 

 

第 

六
番 

片
野 

広
隆 

議
員 

 
 
 

第 

七
番 

柿
田 

有
一 

議
員 

 

第 

八
番 

吉
田 

光
雄 

議
員 

 
 
 

第
一
〇
番 

若
海 

 

保 

議
員 

 

第
一
一
番 

髙
橋 

 

剛 

議
員 

 
 
 

第
一
三
番 

清
水 

京
子 

議
員 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
欠
席
議
員
（
な
し
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
議
場
に
出
席
し
た
理
事
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管
理
者 

 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
管
理
者 

 

高 

田 

康 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 
 

宍 

戸 

信 

敏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
計
管
理
者 

 

岸 

田 

政 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防
局
長 

 

大
河
内 

弥 

一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次 

長 
 

大
久
保 

愛
一
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

小 

林 

久 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

水 

村 

光 

夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
北
消
防
署
長 

 

斉 

木 

利 

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
中
央
消
防
署
長 

 

柴 

崎 

正 

治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
西
消
防
署
長 

 

忍 

田 

茂 

巳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
島
消
防
署
長 

 

渋 

谷 
 
 

徹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
課
長 

 

岸 

田 
 
 

隆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予
防
課
長 

 

木 

村 

圭 

夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
防
課
長 

 

柳 

川 

佳 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救
急
課
長 

 

高 

野 

春 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指
揮
統
制
課
長 

 

辻 
 
 

章 

一 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 



平
成
二
十
四
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
会
議
録 

 

六 
 

 

△
議
場
に
出
席
し
た
職
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
記
長 

 

岡 

部 
 
 

宏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書 

記 
 

大
河
内 

 
 

徹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

橋 

本 

丈 

夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

矢 

島 

勝 

寿 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
開 

 

会
（
午
後
一
時
十
三
分
） 

○
江
田 

肇
議
長 

出
席
議
員
が
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六

日
開
会
の
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
の
議
会
は
成
立
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

こ
れ
よ
り
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

直
ち
に
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

こ
の
際
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

去
る
六
月
二
十
二
日
、
小
野
澤
康
弘
議
員
、
関
口
勇
議
員
か
ら
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
、
川

越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
員
を
辞
職
し
た
い
旨
の
願
い
が
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第

二
百
九
十
二
条
の
準
用
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
六
月
二
十
二
日
、

こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
旨
報
告
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

一 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

日
程
に
入
り
ま
す
。 

 
 

日
程
第
一
、
会
期
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
の
会
期
を
本
日
一
日
間
と
す

る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
江
田 

肇
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
議
会
第
二
回
臨
時
会
の
会
期
を
本
日

一
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

二 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

日
程
第
二
、
議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

管
理
者
よ
り
議
案
提
出
書
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
書
記
を
し
て
朗
読
を
い
た
さ
せ
ま
す
。 

 
 

（
橋
本
丈
夫
書
記 

朗
読
） 

 

川
消
総
発
第
四
〇
六
号 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

江 

田 
 
 

肇 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
の
提
出
に
つ
い
て
（
通
知
） 

 
 

平
成
二
十
四
年
本
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
に
、
次
の
議
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

一 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

二 

高
規
格
救
急
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

三 

高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
取
得
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

以
上
で
公
表
を
終
わ
り
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

三 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の
報
告
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

日
程
第
三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の
報
告
に
つ

い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
要
求
に
基
づ
き
、
管
理
者
よ
り
通
知
の
あ
り

ま
し
た
出
席
者
に
つ
い
て
は
、
配
布
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
御
了
承
を
願
い
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
川
消
議
会
発
第
八
号 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

江 

田 
 
 

肇 



平
成
二
十
四
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
会
議
録 

七 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 

席 
 

要 
 

求 
 

書 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
六
月
二
十
六
日
午
後
一
時
開
会
の
川
越
地
区
消

防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
に
議
会
の
審
議
に
必
要
な
説
明
の
た
め
、
管
理
者
並
び
に
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
の
出
席
を
要
求
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

川
消
総
収
第
三
六
九
号 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 
江 

田 
 
 

肇 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 

席 
 

通 
 

知 
 

書 

 
 

要
求
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
本
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
に
、
別
紙
の
者
が
出
席
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管
理
者 
 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
管
理
者 

 

高 

田 

康 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 
 

宍 

戸 

信 

敏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
計
管
理
者 

 
岸 

田 

政 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防
局
長 

 

大
河
内 

弥 

一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次 

長 
 

大
久
保 
愛
一
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

小 

林 
久 
雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

水 

村 

光 
夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川
越
北
消
防
署
長 

 

斉 

木 

利 

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
中
央
消
防
署
長 

 

柴 

崎 

正 

治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
西
消
防
署
長 

 

忍 

田 

茂 

巳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
島
消
防
署
長 

 

渋 

谷 
 
 

徹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
課
長 

 

岸 

田 
 
 

隆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予
防
課
長 

 

木 

村 

圭 

夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
防
課
長 

 

柳 

川 

佳 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救
急
課
長 

 

高 

野 

春 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指
揮
統
制
課
長 

 

辻 
 
 

章 

一 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

四 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

会
議
規
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
会
議
録
署
名
議
員
二
人
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 
 
 

若 

海 
 
 

保 

議
員 

 
 
 

髙 

橋 
 
 

剛 

議
員 

 
 

以
上
二
人
の
方
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

五 

議
案
第 

七
号 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

日
程
第
五
、
議
案
第
七
号
、
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
を
議
題
と

い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

議
案
第
七
号 

 
 
 
 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

次
の
と
お
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
取
得
す
る
た
め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
に
お
い
て
制
定
す

べ
き
条
例
の
う
ち
川
越
市
条
例
を
準
用
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
議
会
の
議

決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
求
め
る
。 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
江
田 
肇
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
大
河
内
弥
一
消
防
局
長
登
壇
） 
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八 
 

 

○
大
河
内
弥
一
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
七
号
、
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の

取
得
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

現
在
、
川
越
中
央
消
防
署
に
配
備
さ
れ
て
お
り
ま
す
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
車
は
、
平
成
九
年
一

月
二
十
八
日
に
購
入
し
、
十
五
年
五
カ
月
が
経
過
し
、
著
し
く
老
朽
化
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

自
動
車
Ｎ
Ｏ
ｘ
・
Ｐ
Ｍ
法
の
規
制
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
更
新
を
お
願
い
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

車
両
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
は
議
案
参
考
資
料
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
車
種

は
日
野
４
サ
イ
ク
ル
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
で
、
全
長
五
八
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
幅
一
八
九

〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
高
三
〇
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
総
排
気
量
四
〇
〇
九
CC
、
乗
車
定
員
は
五

人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
主
な
装
備
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
消
防
ポ
ン
プ
の
ほ
か
に
六
〇
〇
リ
ッ
ト
ル

の
小
型
水
槽
、
圧
縮
空
気
泡
消
火
装
置
、
動
力
付
ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
及
び
吸
管
巻
き
と
り
装

置
を
装
備
し
た
車
両
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
の
方
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
、
六
社
に
よ
る
指
名
競
争
入

札
を
執
行
し
た
結
果
、
落
札
業
者
の
東
京
日
野
自
動
車
株
式
会
社
狭
山
支
店
と
消
費
税
等
を
含
め

三
千
七
百
八
十
五
万
二
千
五
百
円
で
契
約
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
入
札
結
果
の
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
案
参
考
資
料
に
記
載
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
江
田 

肇
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
御
質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
質
疑
な
し
と
認
め

ま
す
。
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
よ
り
本
件

の
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
江
田 

肇
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

六 

議
案
第 

八
号 

高
規
格
救
急
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

日
程
第
六
、
議
案
第
八
号
、
高
規
格
救
急
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
を
議
題
と

い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

議
案
第
八
号 

 
 
 
 

高
規
格
救
急
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

次
の
と
お
り
高
規
格
救
急
自
動
車
を
取
得
す
る
た
め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
に
お
い
て
制
定
す

べ
き
条
例
の
う
ち
川
越
市
条
例
を
準
用
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
議
会
の
議

決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
求
め
る
。 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
江
田 

肇
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
大
河
内
弥
一
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
河
内
弥
一
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
八
号
、
高
規
格
救
急
自
動
車
の

取
得
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

現
在
、
南
古
谷
分
署
、
大
東
分
署
、
名
細
分
署
に
配
備
さ
れ
て
お
り
ま
す
三
台
の
高
規
格
救
急

自
動
車
に
つ
き
ま
し
て
は
、
南
古
谷
分
署
の
も
の
は
平
成
十
五
年
三
月
七
日
に
購
入
し
、
九
年
三

カ
月
が
経
過
、
走
行
距
離
約
一
〇
九
〇
〇
〇
キ
ロ
、
大
東
分
署
の
も
の
は
平
成
十
八
年
三
月
十
七
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九 

 

 

日
に
購
入
し
、
六
年
三
カ
月
が
経
過
、
走
行
距
離
約
一
六
〇
〇
〇
〇
キ
ロ
、
ま
た
名
細
分
署
の
も

の
は
平
成
十
四
年
二
月
八
日
に
購
入
し
、
十
年
四
カ
月
が
経
過
、
走
行
距
離
は
約
一
二
七
〇
〇
〇

キ
ロ
と
な
っ
て
お
り
、
著
し
く
老
朽
化
し
て
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
今
回
更
新
を
お
願
い
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

車
両
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
は
議
案
参
考
資
料
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
車
種

は
ト
ヨ
タ
４
サ
イ
ク
ル
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
で
、
全
長
五
六
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
幅
一
八
九

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
高
二
四
九
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
総
排
気
量
二
六
九
三
CC
、
乗
車
定
員
は
七

人
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
の
方
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
、
三
社
に
よ
る
指
名
競
争
入

札
を
執
行
し
た
結
果
、
落
札
業
者
の
埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
川
越
店
と
消
費
税
等
を
含
め

四
千
九
百
八
十
三
万
三
千
円
で
契
約
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
入
札
結
果
の
詳
細
に

つ
き
ま
し
て
は
、
議
案
参
考
資
料
に
記
載
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
江
田 

肇
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
御
質
疑
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

桐
野
忠
議
員
。 

 
 

（
桐
野 

忠
議
員
登
壇
） 

○
桐
野 

忠
議
員 

議
長
よ
り
発
言
の
お
許
し
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
議
案
第
八
号 

高
規
格
救

急
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
質
疑
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

ま
ず
初
め
に
、
今
回
三
台
の
購
入
と
い
う
こ
と
で
、
提
案
理
由
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

南
古
谷
、
そ
し
て
大
東
、
名
細
と
、
こ
の
三
カ
所
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
十
五
年
、
平
成
十
八
年
、
平

成
十
四
年
と
い
う
こ
と
で
、
九
年
、
六
年
、
十
年
と
い
う
長
い
年
月
が
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
、
走
行
距
離
著
し
い
老
朽
化
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
三
台
一
遍
の
購
入
だ
と
い
う
こ
と
で
理
解

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
配
置
に
関
し
ま
し
て
も
、
今
御
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
理
解
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

今
回
購
入
す
る
高
規
格
救
急
自
動
車
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
台
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
一

点
目
に
、
今
現
在
配
置
さ
れ
て
い
る
救
急
自
動
車
と
変
わ
っ
た
点
が
あ
る
の
か
お
伺
い
を
い
た
し

ま
す
。 

 
 

ま
た
、
今
回
こ
の
入
札
結
果
を
見
ま
す
と
、
三
社
に
よ
る
指
名
競
争
入
札
と
い
う
こ
と
で
、
特

殊
な
車
両
で
は
あ
り
ま
す
し
、
指
名
競
争
入
札
と
い
う
こ
と
で
理
解
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
内
容
を
見
ま
す
と
、
一
番
目
の
ナ
ン
バ
ー
一
、
埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
川

越
店
が
四
千
七
百
四
十
六
万
円
、
三
番
目
の
日
産
プ
リ
ン
ス
埼
玉
販
売
株
式
会
社
川
越
仙
波
店
が

七
千
五
百
万
円
と
い
う
結
果
で
あ
り
ま
し
て
、
少
し
余
り
に
も
開
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
も

し
そ
の
理
由
が
わ
か
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
ナ
ン
バ
ー
二
の
一
社
が
辞
退
を
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
わ
せ
て
そ
の
理
由
が
わ

か
れ
ば
お
伺
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

警
防
課
長
。 

 
 

（
柳
川
佳
男
警
防
課
長
登
壇
） 

○
柳
川
佳
男
警
防
課
長 

そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
桐
野
議
員
さ
ん
か
ら
の
御
質
疑
に
対
し
ま
し
て
御

答
弁
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

一
点
目
の
今
回
購
入
予
定
の
高
規
格
救
急
自
動
車
と
、
現
在
配
備
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
高
規
格

救
急
自
動
車
と
の
違
い
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
高
規
格
救
急
自
動
車
と
し
て
は
大
き
な
違
い
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
が
、
室
内
空
間
が
若
干
広
く
な
っ
た
た
め
、
収
納
及
び
活
動
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
が
広

く
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

続
き
ま
し
て
、
二
点
目
の
高
規
格
救
急
自
動
車
の
入
札
結
果
に
伴
い
ま
す
二
点
の
質
疑
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
一
点
目
の
入
札
金
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
じ
仕
様
の
車
両
を
入
札
す
る
に
当
た
り

ま
し
て
、
ト
ヨ
タ
で
は
標
準
装
備
で
も
日
産
で
は
オ
プ
シ
ョ
ン
の
扱
い
と
な
る
よ
う
な
装
備
が
多

く
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
積
み
上
げ
に
よ
り
ま
し
て
金
額
差
が
発
生
し
た
も
の
と
考
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一
〇 

 

 

え
ら
れ
ま
す
。 

 
 

二
点
目
の
入
札
の
辞
退
の
理
由
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
埼
玉
日
産
さ
ん
に
つ
き
ま
し
て

は
入
札
を
辞
退
し
て
お
り
ま
す
が
、
当
消
防
組
合
が
必
要
と
す
る
要
件
の
シ
ャ
シ
ー
等
が
手
配
で

き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

桐
野
忠
議
員
。 

 
 

（
桐
野 

忠
議
員
登
壇
） 

○
桐
野 

忠
議
員 

そ
れ
ぞ
れ
お
答
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

購
入
予
定
の
救
急
自
動
車
と
こ
れ
ま
で
の
違
い
と
い
う
こ
と
で
御
答
弁
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
大
き
な
違
い
は
な
い
と
。
で
す
が
、
室
内
空
間
、
若
干
ス
ペ
ー
ス
が
広
く
な
っ
た
と
い
う

答
弁
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
入
札
金
額
の
差
と
い
う
の
は
、
御
答
弁
で
は
オ
プ
シ
ョ
ン
と
標
準
装

備
の
違
い
な
ど
で
す
か
、
積
み
上
げ
の
差
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

救
急
自
動
車
等
に
標
準
装
備
と
オ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
認
識
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
の
と
、
社
内
事
情
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
認
識
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

二
回
目
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
入
札
で
す
が
、
や
は
り
他
の
地
域
の
入
札
状
況
は
ど
う

な
の
か
少
し
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
県
内
の
入
札
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
、
二
回
目
の
一
点
目
に
お
伺
い
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
い
た
だ
い
た
資
料
で
は
、
こ
こ
に
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
い
た
だ
い
た
資
料
の
中

に
平
成
二
十
二
年
の
と
き
の
入
札
結
果
の
資
料
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
前
回
入
札
し
た
結
果
を
見

ま
す
と
、
こ
の
と
き
は
平
成
二
十
二
年
の
七
月
で
す
か
ね
、
入
札
日
時
は
。
一
台
の
更
新
に
よ
る

購
入
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
落
札
し
た
の
は
今
回
と
同
じ
会
社
で
あ
り
ま
し
た
。
金
額
は
、
一

台
で
一
千
五
百
七
十
六
万
円
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
今
回
三
台
で
す
の
で
、
四
千
七
百
四

十
六
万
円
で
三
で
割
る
と
そ
う
い
っ
た
金
額
な
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

 
 

他
社
は
と
い
い
ま
す
と
、
今
回
辞
退
し
た
会
社
が
千
六
百
三
十
九
万
円
、
今
回
三
台
で
七
千
五

百
万
円
だ
っ
た
日
産
プ
リ
ン
ス
さ
ん
は
千
六
百
三
十
九
万
五
千
円
と
い
う
デ
ー
タ
が
出
て
お
り
ま

す
。
二
年
前
と
社
内
状
況
が
変
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
一
回
目
で
も
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
何
で
こ
ん
な
に
大
き
な
差
が
出
た
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
率
直
に
思
い

ま
し
た
。
一
回
目
で
も
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
救
急
自
動
車
な
の
で
、
特
殊

な
性
能
が
必
要
で
あ
り
ま
し
て
、
性
能
が
悪
く
て
は
困
る
わ
け
で
す
し
、
つ
く
れ
る
自
動
車
メ
ー

カ
ー
二
社
と
い
う
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
以
上
深
く
聞
く
つ
も

り
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
後
も
こ
の
管
内
の
救
急
自
動
車
の
購
入
等
、
老
朽
化
等
出
て
く

れ
ば
計
画
も
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
お
伺
い
を
し
て
お
り
ま
す
。
確
認
の
た
め
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

最
後
に
、
こ
の
今
回
の
高
規
格
救
急
自
動
車
の
入
札
の
結
果
を
受
け
て
、
入
札
制
度
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
お
伺
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

水
村
次
長
。 

 
 

（
水
村
光
夫
次
長
登
壇
） 

○
水
村
光
夫
次
長 

た
だ
い
ま
桐
野
議
員
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
御
質
問
の
あ
り
ま
し
た
県
内
の
入
札
状

況
に
つ
い
て
、
一
点
目
に
つ
い
て
御
答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

現
在
、
埼
玉
県
内
の
主
要
な
消
防
本
部
の
入
札
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
さ
い
た
ま
市
消
防
局

及
び
春
日
部
市
消
防
本
部
に
つ
き
ま
し
て
は
一
般
競
争
入
札
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
川

口
市
、
所
沢
市
、
熊
谷
市
、
越
谷
市
及
び
埼
玉
県
南
西
部
消
防
本
部
に
つ
き
ま
し
て
は
指
名
競
争

入
札
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
救
急
車
両
と
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
購
入
方
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
さ
い
た
ま
市

消
防
局
で
は
一
括
で
入
札
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
川
口
市
、
所
沢
市
、
越
谷
市
、
春
日

部
市
及
び
埼
玉
県
南
西
部
消
防
本
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
車
両
と
資
機
材
を
分
け
て
入
札
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

救
急
車
購
入
時
の
指
名
業
者
の
選
考
方
法
に
つ
き
ま
し
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
川
口
市
、
所
沢

市
、
熊
谷
市
及
び
埼
玉
県
南
西
部
消
防
本
部
に
つ
き
ま
し
て
は
ト
ヨ
タ
自
動
車
並
び
に
日
産
自
動

車
を
指
名
し
て
お
り
ま
し
て
、
越
谷
市
消
防
本
部
に
つ
き
ま
し
て
は
ト
ヨ
タ
自
動
車
だ
け
を
指
名

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

総
務
課
長
。 
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（
岸
田 

隆
総
務
課
長
登
壇
） 

○
岸
田 
隆
総
務
課
長 

で
は
、
私
の
ほ
う
か
ら
、
二
点
目
の
入
札
制
度
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
つ

い
て
御
答
弁
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

こ
の
た
び
の
高
規
格
救
急
自
動
車
三
台
の
入
札
に
つ
き
ま
し
て
は
、
五
月
二
十
八
日
に
当
消
防

局
三
階
会
議
室
入
札
会
場
と
し
て
三
社
の
指
名
競
争
入
札
を
執
行
し
て
お
り
ま
す
。
入
札
は
、
埼

玉
日
産
自
動
車
株
式
会
社
川
越
店
の
辞
退
が
あ
り
、
二
社
で
の
執
行
し
、
埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株

式
会
社
川
越
店
か
ら
四
千
七
百
四
十
六
万
円
、
日
産
プ
リ
ン
ス
埼
玉
販
売
株
式
会
社
川
越
仙
波
店

か
ら
七
千
五
百
万
円
の
応
札
が
あ
り
、
結
果
二
千
七
百
五
十
四
万
円
の
差
額
が
発
生
し
て
お
り
ま

す
。
埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
川
越
店
が
落
札
し
て
お
り
、
こ
の
差
額
に
つ
い
て
は
製
造
業

者
の
構
造
ぎ
装
工
程
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
消
防
組
合
の
入
札
制
度
に
つ
き
ま
し

て
は
、
発
注
す
る
工
事
ま
た
は
製
造
の
請
負
、
物
件
の
受
け
入
れ
、
そ
の
他
の
契
約
の
競
争
入
札

に
参
加
す
る
た
め
の
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
、
川
越
市
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る

規
程
及
び
川
島
町
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
を
準
用
し
て
お

り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
川
越
市
・
川
島
町
指
名
競
争
入
札
参
加
者
資
格
名
簿
に
登
録
さ
れ

た
者
が
、
競
争
入
札
に
参
加
で
き
る
者
と
な
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
管
内
経
済
の
活
性
化
及
び
業
者
育
成
の
観
点
か
ら
、
管
内
業
者
で
対
応
可
能
な
も
の
に

つ
き
ま
し
て
は
原
則
と
し
て
管
内
業
者
に
発
注
す
る
こ
と
と
し
、
管
内
業
者
で
は
調
達
が
難
し
い

と
考
え
ら
れ
る
場
合
や
、
実
質
的
な
対
象
業
者
が
少
な
い
と
考
え
る
場
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
入

札
参
加
対
象
業
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
、
効
果
的
な
入
札
制
度

に
つ
き
ま
し
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

他
に
御
質
疑
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
ー
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。
質
疑
を
終
結
い

た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
よ
り
本
件

の
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
江
田 

肇
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

七 

議
案
第 

九
号 

高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
取
得
に
つ
い
て 

○
江
田 

肇
議
長 

日
程
第
七
、
議
案
第
九
号
、
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
取
得
に
つ
い
て
を
議

題
と
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

議
案
第
九
号 

 
 
 
 

高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

次
の
と
お
り
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
を
取
得
す
る
た
め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
に
お
い
て
制

定
す
べ
き
条
例
の
う
ち
川
越
市
条
例
を
準
用
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
議
会

の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
。 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
江
田 

肇
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

（
大
河
内
弥
一
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
河
内
弥
一
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
九
号
、
高
度
救
命
処
置
用
資
機

材
の
取
得
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

南
古
谷
分
署
、
大
東
分
署
、
名
細
分
署
に
配
備
さ
れ
て
お
り
ま
す
高
規
格
救
急
自
動
車
三
台
の

更
新
に
あ
わ
せ
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
高
規
格
救
急
自
動
車
に
積
載
す
る
資
機
材
の
更
新
を
お
願
い

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

資
機
材
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
は
議
案
参
考
資
料
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
主
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な
資
機
材
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
自
動
体
外
式
除
細
動
器
、
心
電
計
、
人
工
呼
吸
器
、
ビ
デ
オ
喉

頭
鏡
な
ど
、
高
度
救
命
処
置
に
用
い
る
資
機
材
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
数
量
に
つ
き
ま
し
て
は
、

更
新
車
両
三
台
分
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
の
方
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
一
日
、
八
社
に
よ
る
指
名
競
争
入

札
を
執
行
し
た
結
果
、
落
札
業
者
の
埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
川
越
店
と
消
費
税
等
を
含
め

三
千
百
十
二
万
二
千
円
で
契
約
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
入
札
の
結
果
の
詳
細
に
つ

き
ま
し
て
は
、
議
案
参
考
資
料
に
記
載
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
江
田 

肇
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
御
質
疑
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

柿
田
有
一
議
員
。 

 
 

（
柿
田
有
一
議
員
登
壇
） 

○
柿
田
有
一
議
員 

議
案
第
九
号 

高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
購
入
に
つ
い
て
、
一
点
確
認
の
た

め
お
伺
い
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

今
回
の
資
機
材
の
関
係
で
す
け
れ
ど
も
、
入
札
の
結
果
と
し
て
車
両
を
落
札
さ
れ
た
方
と
同
じ

落
札
者
が
結
果
と
し
て
落
札
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
救
急
車
と
資
機
材
の
購
入
の
仕
方
に
つ
い
て

は
、
先
ほ
ど
の
議
案
の
中
で
も
い
ろ
い
ろ
な
購
入
の
仕
方
が
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
今

回
救
急
車
と
資
機
材
を
別
に
購
入
す
る
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
、
背
景
等
も
あ
わ
せ
て
お
聞
か
せ

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

警
防
課
長
。 

 
 

（
柳
川
佳
男
警
防
課
長
登
壇
） 

○
柳
川
佳
男
警
防
課
長 

そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
柿
田
議
員
さ
ん
か
ら
の
御
質
疑
に
対
し
ま
し
て
御

答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

今
回
購
入
予
定
の
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
を
救
急
車
と
別
に
購
入
す
る
理
由
に
つ
い
て
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
購
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
以
前
は
車
両
と
一
括
で
購
入

を
し
て
お
り
ま
し
た
。
平
成
十
六
年
、
消
防
庁
か
ら
高
規
格
救
急
自
動
車
等
に
搭
載
し
て
販
売
さ

れ
る
医
薬
品
及
び
医
療
用
器
具
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
通
知
に
よ
り
ま
し
て
、
医
療
用
器
具
用

具
等
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
ま
し
て
、
医
療
用
具
の
販
売
業

の
届
け
出
が
必
要
で
あ
り
、
医
療
用
販
売
業
の
届
け
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
自
動
車
デ
ィ
ー
ラ
ー

か
ら
の
一
括
購
入
は
薬
事
法
に
抵
触
す
る
た
め
、
別
々
に
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
川
越
店
に
つ
き
ま
し
て
は
、
医
療
用
販
売
業
の
届
け
出

が
な
さ
れ
て
い
る
業
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

柿
田
有
一
議
員
。 

 
 

（
柿
田
有
一
議
員
登
壇
） 

○
柿
田
有
一
議
員 

御
答
弁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
成
十
六
年
の
通
知
で
、
薬
事
法
の
届
け
出
が

必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
分
け
て
と
い
う
形
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

入
札
等
々
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
、
競
争
性
の
確
保
で
す
と
か
、
ダ
ン
ピ

ン
グ
の
防
止
で
す
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
入
札
制
度
が
発
展
を
し
て
、
現
在
そ
れ
ぞ
れ
の
川

越
市
と
川
島
町
と
の
や
り
方
に
基
づ
い
て
や
ら
れ
て
い
る
も
の
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
八

号
の
中
で
も
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
の
御
答
弁
が
あ
っ
た
の
は
承
知
を
し
て
お
り
ま
す
。
結
果
と
し

て
両
方
、
こ
れ
は
企
業
努
力
に
よ
る
も
の
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
埼
玉
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会

社
川
越
店
に
つ
い
て
は
医
療
用
具
販
売
業
の
届
け
出
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
有
利
に

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
る
部
分
が
あ
ろ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。 

 
 

確
認
の
た
め
、
最
後
に
お
伺
い
を
し
て
お
き
ま
す
が
、
自
動
車
車
両
に
つ
い
て
の
車
両
を
製
造

し
て
い
る
メ
ー
カ
ー
さ
ん
の
う
ち
、
こ
の
薬
事
法
の
届
け
出
を
さ
れ
て
い
る
メ
ー
カ
ー
さ
ん
と
い

う
の
は
ト
ヨ
タ
さ
ん
以
外
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
の
点
だ
け
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と



平
成
二
十
四
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
会
議
録 

一
三 

 

 

思
い
ま
す
。 

○
江
田 
肇
議
長 

消
防
局
長
。 

 
 

（
大
河
内
弥
一
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
河
内
弥
一
消
防
局
長 

御
答
弁
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

現
在
、
国
産
で
高
規
格
救
急
自
動
車
を
製
造
し
て
い
る
会
社
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ト
ヨ
タ
自
動

車
製
、
ま
た
日
産
自
動
車
製
、
も
う
一
社
、
札
幌
ボ
デ
ー
工
業
と
、
こ
の
三
社
が
高
規
格
救
急
自

動
車
の
製
造
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
薬
事
法
に
基
づ
く
届
け
出
が
さ
れ
て
い
る
の
は

ト
ヨ
タ
自
動
車
の
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
江
田 

肇
議
長 

他
に
御
質
疑
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
ー
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。
質
疑
を
終
結
い

た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
よ
り
本
件

の
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
江
田 

肇
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
閉 

 

会 

○
江
田 

肇
議
長 

以
上
を
も
っ
て
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
二
回
臨
時
会
の
議
事
全
部
を
終
わ

り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 
 

閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

午
後
一
時
四
十
一
分 

閉
会 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
会
議
の
結
果 

 

日
程
第 

一 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
日
一
日
間
と
決
定
し
た
。 

 

日
程
第 

二 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
を
公
表
し
た
。 

 

日
程
第 

三 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の
報
告
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
席
者
の
一
覧
表
を
配
布
し
た
。 

 

日
程
第 

四 
 
 
 
 
 
 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
長
指
名
の
と
お
り
決
定
し
た
。 

 

日
程
第 

五 

議
案
第 

七
号 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

 

日
程
第 

六 

議
案
第 

八
号 

高
規
格
救
急
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

 

日
程
第 

七 

議
案
第 

九
号 

高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
案
可
決 

 


